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Ⅱ．具体的措置

１．競争性向上のための入札方式の改善等

（３）入札情報の公表方法の改善等

①指名業者名の事後公表の推進

指名業者名については、入札制度の透明性を高めるため、指名通知後なる

べく早期に公表することを原則としているが、事前に指名業者名が明らかに

、なると入札参加業者間での談合を助長しやすいとの指摘もあることを踏まえ

全入札件数の概ね５割において入札参加者が事後公表となるよう、指名業者

名の事後公表の試行を拡大し、問題がなければ、速やかに事後公表へ移行す

る。

③不落随契の原則廃止等その厳正化

不落随契は、改めて競争入札を実施することが困難な場合において、真に

やむを得ない措置となるよう的確に対応しているところであるが、引き続き

この取り扱いを推進する。

（参考）平成１６年度の不落随契は７０件（全体の０．６％）
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